
く
ら
し
の
ガ
イ
ド

市
や
国
、
道
か
ら
の
お
知
ら
せ

く
ら
し
と

住
ま
い

　
実
際
の
災
害
と
間
違
わ
れ
な
い
よ

う
ご
注
意
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
状
況

に
よ
り
中
止
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

日
時
　
１
月
28
日
㈬
14
時
ご
ろ

※�

聞
き
逃
し
確
認
（
☎
�
０
１
９
３
）

問�

　
総
務
Ｇ
（
☎
�
１
１
３
０
）

防
災
行
政
無
線
な
ど
の

情
報
伝
達
訓
練
を
行
い
ま
す

１月10日は『110番の日』　緊急通報は110番、相談電話は#9110番に

忘れずに納めましょう
納期限は２月２日㈪です

※�『登別市納付サイト』から
クレジットカード納付がで
きます（納付額に応じシス
テム利用料が掛かります）。
※�口座振替やスマホ決済アプリ、クレジ
ットカード納付には、領収書は発行さ
れません。
※�保険税や保険料の納付にお困りの方は
夜間納付相談をご利用ください。
日時　１月22日㈭・23日㈮19時まで
場所　国民健康保険グループ

種別 問い合わせ
市道民税（４期） 税務グループ

（☎�１１５５）
国民健康保険税
（８期）

国民健康保険グループ
（☎�１７７１）

介護保険料
（７期）

高齢・介護グループ
（☎�５７２０）

後期高齢者医療
保険料（７期）

年金・長寿医療グループ
（☎�２１３７）

※�

詳
し
く
は
、
市
公
式

ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

提
出
期
限
　
２
月
２
日
㈪

問
　
税
務
Ｇ
（
☎
�
１
１
５
５
）

室蘭税務署からのお知らせ～法定調書の提出について～

札幌法務局室蘭支局からのお知らせ
～令和６年４月１日から相続登記の申請が義務化されました～

　令和７年分の『給与所得の源泉徴収票等の法定調書』、『給
与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表』は所轄税務署長へ、
『給与支払報告書（個人別明細書・総括表）』、『退職所得の
特別徴収票』などは受給者の住所地の市区町村長へそれぞれ
区分して提出してください。また、法定調書の種類ごとに前
々年に提出の調書の枚数が100枚以上の場合は、ｅ－Ｔ

タ ッ ク ス

ＡＸな
どによる提出が必要です。詳しくはｅ－ＴＡＸ
ホームページをご覧ください。
問い合わせ　法定調書は室蘭税務署（☎㉒４１５１）
　・給与支払報告書は税務グループ（☎�１１５５）

　土地・建物を相続したら、その取得を知った日から３年以
内に相続登記の申請をすることが義務になりました。
　令和６年４月１日より前に相続した土地・建物も対象です。
　正当な理由なく申請しない場合には10万円以下の過料が科
される場合があります。
　詳細は、インターネットから『法務省 相続登記』で検索！
問い合わせ　札幌法務局室蘭支局（☎㉒５１１１）

　
令
和
７
年
２
月
の
岩
手
県
大
船
渡

市
の
大
規
模
林
野
火
災
を
踏
ま
え
、

登
別
市
火
災
予
防
条
例
の
一
部
を
改

正
し
、
１
月
１
日
か
ら
市
が
乾
燥
や

強
風
の
気
象
状
況
か
ら
判
断
し
林
野

火
災
注
意
報
や
林
野
火
災
警
報
が
発

令
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　
20
歳
以
上
60
歳
未
満
の
方
は
、
加

入
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
老
後
の
生
活
保
障
だ
け
で
は
な
く
、

病
気
や
け
が
で
障
害
が
残
っ
た
と
き

や
亡
く
な
っ
た
と
き
な
ど
、
万
一
の

こ
と
に
備
え
て
加
入
者
同
士
が
互
い

に
支
え
合
う
制
度
で
す
。

●
加
入
の
種
別

①�

第
１
号
被
保
険
者
…
学
生
や
自
営

業
者
な
ど
第
２
号
・
第
３
号
被
保

険
者
に
該
当
し
な
い
方

②�

第
２
号
被
保
険
者
…
会
社
員
や
公

務
員
な
ど
の
厚
生
年
金
の
加
入
者

③�

第
３
号
被
保
険
者
…
第
２
号
被
保

険
者
に
扶
養
さ
れ
て
い
る
配
偶
者

　
発
令
し
た
場
合
、
防
災
無
線
や
消

防
車
の
広
報
で
市
民
の
皆
様
へ
周
知

を
図
り
、
屋
外
で
の
た
き
火
や
花
火

な
ど
の
中
止
を
お
願
い
し
ま
す
の
で

ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
　
消
防
本
部
総
務
Ｇ

�

（
☎
�
９
６
１
１
）

　
事
業
用
の
資
産
（
償
却
資
産
）
は

固
定
資
産
税
の
対
象
で
、
１
月
１
日

現
在
、
償
却
資
産
を
お
持
ち
の
方
は

申
告
が
必
要
で
す
。

●
加
入
手
続
き

①�

の
方　
市
役
所
か
年
金
事
務
所
で

手
続
き
が
必
要
で
す
。

※�

20
歳
に
な
っ
た
方
は
、
20
歳
に
な

っ
て
か
ら
２
週
間
を
め
ど
に
日
本

年
金
機
構
か
ら
、
国
民
年
金
に
加

入
し
た
こ
と
の
お
知
ら
せ
が
届
き

ま
す
の
で
、
手
続
き
は
不
要
で
す
。

②�

の
方　
勤
務
先
で
加
入
手
続
き
を

す
る
の
で
手
続
き
は
不
要
で
す
。

③�

の
方　
第
２
号
被
保
険
者
の
勤
務

先
を
通
し
て
加
入
の
手
続
き
を
し

て
く
だ
さ
い
。

※�

学
生
や
収
入
が
少
な
く
保
険
料
の

納
付
が
困
難
な
場
合
は
、
『
学
生

納
付
特
例
』
や
『
納
付
猶
予
制
度
』

『
免
除
制
度
』
が
あ
り
ま
す
。

問
　
年
金
・
長
寿
医
療
Ｇ

�

（
☎
�
２
１
３
７
）

林
野
火
災
注
意
報
な
ど
を
追
加

登
別
市
火
災
予
防
条
例
を

改
正
し
ま
し
た

20
歳
か
ら
国
民
年
金
の

加
入
が
ス
タ
ー
ト
し
ま
す

１
月
は
償
却
資
産
（
固
定
資

産
税
）
の
申
告
月
で
す

7  ２０26．１月号  くらしのガイド　市や国、道からのお知らせ

くらしのガイド ※�内容については、12月８日現在の情報を掲載しています。�
イベントなどについて、中止や延期、内容などが変更と
なっている場合がありますので、ご注意ください。

https://www.city.noboribetsu.lg.jp/article/2025111700067/
https://koukin.f-regi.com/fc/noboribetsu_city/
https://www.e-tax.nta.go.jp/e-taxsoftweb/hoteichosho.htm

